
東京都人権プラザ本館の評価委員会による二次

○評価結果

評価基準：次の４段階で評価

・「Ｓ」 …管理運営が優良であり、特筆すべき実績・成果が認められ

・「Ａ+」 …管理運営が良好であり、管理運営に係る様々な点で優れた

・「Ａ」 …管理運営が良好であった施設

・「Ｂ」 …管理運営の一部において良好ではない点が認められた施設

項 目 評 価 内 容

二次評価 Ａ

管理状況 ・ 専門員について、学芸員資格保有者等の専

置し、外部機関、関連組織、当事者団体等が

等に積極的に参加させている。

・ 相談員について、行政経験者で相談業務や

験を持つ者を配置した。

・ 受付職員について、英語による接客対応が

豊富な民間企業退職者等の人材派遣を受けて

業概要等の資料を用いたガイダンスを行い、

る。

・ 受付職員が巡回と目視点検を行い、不具合

に管理担当職員に報告するなど、臨機応変に対

また、利用者が誤って立入禁止場所に入らな

間仕切りを設置した。

事業効果 ・ 企画展示について、写真展「人権という希

代を担う若者にも理解しやすいように、写真

について幅広く考えてもらえる企画としてい

・ 都民講座について、東京 2020 大会の開催

化共生をテーマに企画している。

・ 若者、子供層向けとして、twitter を利用

人権プラザのホームページを新たに開設し、

行っている。

・ 地元区の視察対応を行い、人権プラザ事業を

支援に向けた関係強化を進めている。

その他 人権プラザの移転を実現するための適切な準

２館体制の円滑な運営を実施した。
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